
４ 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(案) 

【平成２７年４月１日施行（予定）】
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【報酬告示に関する通知案】

５ 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関す

る基準の制定に伴う実施上の留意事項について
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６ 岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（訪問入浴介護関係部分）

～改正部分抜粋～ 

省令（新） 岡山市条例及び規則（旧） 岡山市条例及び規則（新）

指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関す

る基準 

平成十一年三月三十一日

厚生省令第三十七号

一部改正           平成二十七年一月十六日 

厚生労働省令第四号

第三章 訪問入浴介護 

第二節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第四十五条 指定訪問入浴介護の事業を行う者（以下

「指定訪問入浴介護事業者」という。）が当該事業を

行う事業所（以下「指定訪問入浴介護事業所」という。）

ごとに置くべき指定訪問入浴介護の提供に当たる従

業者（以下この節から第四節までにおいて「訪問入浴

介護従業者」という。）の員数は，次のとおりとする。

一 看護師又は准看護師（以下この章において「看護

職員」という。） 一以上 

岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営

に関する基準等を定める条例 

平成２４年１２月１９日

岡山市条例第８５号

第３章 訪問入浴介護 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第４９条 指定訪問入浴介護の事業を行う者（以下「指

定訪問入浴介護事業者」という。）が当該事業を行う

事業所（以下「指定訪問入浴介護事業所」という。）

ごとに置くべき指定訪問入浴介護の提供に当たる従

業者（以下この節から第４節までにおいて「訪問入浴

介護従業者」という。）の員数は，次のとおりとする。

(1) 看護師又は准看護師（以下この章において「看護

職員」という。） １以上 

岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営

に関する基準等を定める条例 

平成２４年１２月１９日

岡山市条例第８５号

一部改正 平成２７年３月１２日 

                岡山市条例第  号

第３章 訪問入浴介護 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第４９条 指定訪問入浴介護の事業を行う者（以下「指

定訪問入浴介護事業者」という。）が当該事業を行う

事業所（以下「指定訪問入浴介護事業所」という。）

ごとに置くべき指定訪問入浴介護の提供に当たる従

業者（以下この節から第４節までにおいて「訪問入浴

介護従業者」という。）の員数は，次のとおりとする。

(1) 看護師又は准看護師（以下この章において「看護

職員」という。） １以上 
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2 

二 介護職員 二以上 

２ 前項の訪問入浴介護従業者のうち一人以上は，常勤

でなければならない。 

３ 指定訪問入浴介護事業者が指定介護予防訪問入浴

介護事業者（指定介護予防サービス等の事業の人員，

設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定介

護予防サービス等基準」という。）第四十七条第一項

に規定する指定介護予防訪問入浴介護事業者をいう。

以下同じ。）の指定を併せて受け，かつ，指定訪問入

浴介護の事業と指定介護予防訪問入浴介護（指定介護

予防サービス等基準第四十六条に規定する指定介護

予防訪問入浴介護をいう。以下同じ。）の事業とが同

一の事業所において一体的に運営されている場合に

ついては，指定介護予防サービス等基準第四十七条第

一項及び第二項に規定する人員に関する基準を満た

すことに加え，介護職員を一人置くことをもって，前

二項に規定する基準を満たしているものとみなすこ

とができる。 

(2) 介護職員 ２以上 

２ 前項の訪問入浴介護従業者のうち１人以上は，常勤

でなければならない。 

３ 指定訪問入浴介護事業者が指定介護予防訪問入浴

介護事業者（指定介護予防サービス等基準条例第４

９条第１項に規定する指定介護予防訪問入浴介護事

業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け，か

つ，指定訪問入浴介護の事業と指定介護予防訪問入

浴介護（指定介護予防サービス等基準条例第４８条

に規定する指定介護予防訪問入浴介護をいう。以下

同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に

運営されている場合については，指定介護予防サー

ビス等基準条例第４９条第１項及び第２項に規定す

る人員に関する基準を満たすことに加え，介護職員

を１人置くことをもって，前２項に規定する基準を

満たしているものとみなすことができる。 

(2) 介護職員 ２以上 

２ 前項の訪問入浴介護従業者のうち１人以上は，常勤

でなければならない。 

３ 指定訪問入浴介護事業者が指定介護予防訪問入浴

介護事業者（岡山市指定介護予防サービス等の事業の

人員，設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準等を定める条例（平成２４年市条例第９０号。以

下「指定介護予防サービス等基準条例」という。）第

４９条第１項に規定する指定介護予防訪問入浴介護

事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け，か

つ，指定訪問入浴介護の事業と指定介護予防訪問入浴

介護（指定介護予防サービス等基準条例第４８条に規

定する指定介護予防訪問入浴介護をいう。以下同じ。）

の事業とが同一の事業所において一体的に運営され

ている場合については，指定介護予防サービス等基準

条例第４９条第１項及び第２項に規定する人員に関

する基準を満たすことに加え，介護職員を１人置くこ

とをもって，前２項に規定する基準を満たしているも

のとみなすことができる。 
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７ 岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例  

～改正部分抜粋～                     （介護予防訪問入浴介護関係部分）

省令（新） 岡山市条例及び規則（旧） 岡山市条例及び規則（新）

岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び

運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準 

平成十一年三月三十一日

厚生省令第三十七号

一部改正         平成二十七年一月十六日

厚生労働省令第四号

第三章 介護予防訪問入浴介護 

第二節 人員に関する基準 

（従業員の員数） 

第四十七条 指定介護予防訪問入浴介護の事業を行う

者（以下「指定介護予防訪問入浴介護事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防訪問入

浴介護事業所」という。）ごとに置くべき指定介護予

防訪問入浴介護の提供に当たる従業者（以下この節か

岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び

運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条

例 

平成２４年１２月１９日 

岡山市条例第９０号 

第３章 介護予防訪問入浴介護 

第２節 人員に関する基準 

（従業員の員数） 

第４９条 指定介護予防訪問入浴介護の事業を行う者

（以下「指定介護予防訪問入浴介護事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防訪問入

浴介護事業所」という。）ごとに置くべき指定介護予

防訪問入浴介護の提供に当たる従業者（以下この節か

岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び

運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条

例 

        平成２４年１２月１９日 

岡山市条例第９０号 

一部改正 平成２７年３月１２日

岡山市条例第  号

第３章 介護予防訪問入浴介護 

第２節 人員に関する基準 

（従業員の員数） 

第４９条 指定介護予防訪問入浴介護の事業を行う者

（以下「指定介護予防訪問入浴介護事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防訪問入

浴介護事業所」という。）ごとに置くべき指定介護予

防訪問入浴介護の提供に当たる従業者（以下この節か
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ら第五節までにおいて「介護予防訪問入浴介護従業

者」という。）の員数は次のとおりとする。 

一 看護師又は准看護師（以下この章において「看護

職員」という。） 一以上 

二 介護職員 一以上 

２ 前項の介護予防訪問入浴介護従業者のうち一人以

上は，常勤でなければならない。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者が指定訪問入浴

介護事業者（指定居宅サービス等の事業の人員，設備

及び運営に関する基準（平成十一年厚生省令第三十七

号。以下「指定居宅サービス等基準」という。）第四

十五条第一項に規定する指定訪問入浴介護事業者を

いう。以下同じ。）の指定を併せて受け，かつ，指定

介護予防訪問入浴介護の事業と指定訪問入浴介護（指

定居宅サービス等基準第四十四条に規定する指定訪

問入浴介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事

業所において一体的に運営されている場合について

は，指定居宅サービス等基準第四十五条第一項及び第

二項に規定する人員に関する基準を満たすことをも

って，前二項に規定する基準を満たしているものとみ

なすことができる。 

ら第５節までにおいて「介護予防訪問入浴介護従業

者」という。）の員数は次のとおりとする。 

(1) 看護師又は准看護師（以下この章において「看護

職員」という。） １以上 

(2) 介護職員 １以上 

２ 前項の介護予防訪問入浴介護従業者のうち１人以

上は，常勤でなければならない。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者が指定訪問入浴

介護事業者（指定居宅サービス等基準条例第４９条第

１項に規定する指定訪問入浴介護事業者をいう。以下

同じ。）の指定を併せて受け，かつ，指定介護予防訪

問入浴介護の事業と指定訪問入浴介護（指定居宅サー

ビス等基準条例第４８条に規定する指定訪問入浴介

護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所にお

いて一体的に運営されている場合については，指定居

宅サービス等基準条例第４９条第１項及び第２項に

規定する人員に関する基準を満たすことをもって，前

２項に規定する基準を満たしているものとみなすこ

とができる。 

ら第５節までにおいて「介護予防訪問入浴介護従業

者」という。）の員数は次のとおりとする。 

(1) 看護師又は准看護師（以下この章において「看護

職員」という。） １以上 

(2) 介護職員 １以上 

２ 前項の介護予防訪問入浴介護従業者のうち１人以

上は，常勤でなければならない。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者が指定訪問入浴

介護事業者（岡山市指定居宅サービス等の事業の人

員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成

２４年市条例第８５号。以下「指定居宅サービス等基

準条例」という。）第４９条第１項に規定する指定訪

問入浴介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せ

て受け，かつ，指定介護予防訪問入浴介護の事業と指

定訪問入浴介護（指定居宅サービス等基準条例第４８

条に規定する指定訪問入浴介護をいう。以下同じ。）

の事業とが同一の事業所において一体的に運営され

ている場合については，指定居宅サービス等基準条例

第４９条第１項及び第２項に規定する人員に関する

基準を満たすことをもって，前２項に規定する基準を

満たしているものとみなすことができる。 
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第四節 運営に関する基準 

（準用） 

第五十五条 第八条から第十九条まで，第二十一条，第

二十三条及び第二十八条から第三十六条までの規定

は，指定介護予防訪問入浴介護の事業について準用す

る。この場合において，これらの規定中「訪問介護員

等」とあるのは「介護予防訪問入浴介護事業者」と，

第八条及び第三十条中「第二十六条」とあるのは「第

五十三条」と，第二十九条中「設備及び備品等」とあ

るのは「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の

設備及び備品等」と読み替えるものとする。 

第六節 基準該当介護予防サービスに関する基準 

（準用） 

第六十一条 第一節，第四節（第四十九条の九，第五十

条第一項，第五十三条の八第五項及び第六項並びに第

五十五条を除く。）及び前節の規定は，基準該当介護

予防訪問入浴介護の事業について準用する。この場合

において，第四十九条の二及び第五十三条の四中「第

五十三条」とあるのは「第六十一条において準用する

第４節 運営に関する基準 

（準用） 

第５７条 第８条から第１９条まで，第２１条，第２４

条及び第２９条から第３８条までの規定は，指定介護

予防訪問入浴介護の事業について準用する。この場合

において，これらの規定中「訪問介護員等」とあるの

は「介護予防訪問入浴介護従業者」と，第８条第１項

及び第３１条中「第２７条」とあるのは「第５５条」

と，第３０条第２項中「設備及び備品等」とあるのは

「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備

及び備品等」と読み替えるものとする。 

第６節 基準該当介護予防サービスに関する基準 

(準用) 

第６３条 第８条から第１４条まで，第１６条から第１

９条まで，第２１条，第２４条，第２９条から第３４

条まで，第３５条(第５項及び第６項を除く。)及び第

３６条から第３８条まで並びに第１節，第４節(第５

２条第１項及び第５７条を除く。)及び前節の規定は，

基準該当介護予防訪問入浴介護の事業について準用

第４節 運営に関する基準 

 (準用) 

（準用） 

第５７条 第８条から第１９条まで，第２１条，第２４

条及び第２９条から第３８条 

までの規定は，指定介護予防訪問入浴介護の事業につい

て準用する。この場合において，これらの規定中「訪

問介護員等」とあるのは「介護予防訪問入浴介護従業

者」と，第８条第１項及び第３１条中「第２７条」と

あるのは「第５５条」と，第３０条第２項中「設備及

び備品等」とあるのは「介護予防訪問入浴介護に用い

る浴槽その他の設備及び備品等」と読み替えるものと

する。 

第６節 基準該当介護予防サービスに関する基準 

    (準用) 

第６３条 第１節，第４節(第５１条の９，第５２条第

１項，第５５条の８第５項及び第６項並びに第５７条

を除く。)及び前節の規定は，基準該当介護予防訪問

入浴介護の事業について準用する。この場合におい

て，第５１条の２及び第５５条の４中「第５５条」と

あるのは「第６３条において準用する第５５条」と，
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第五十三条」と，第四十九条の十三中「内容，当該指

定介護予防訪問入浴介護について法第五十三条第四

項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護

予防サービス費の額」とあるのは「内容」と，第五十

条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定

介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予

防訪問入浴介護」と，同条第三項中「前二項」とある

のは「前項」と，第五十条の二中「法定代理受領サー

ビスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とある

のは「基準該当介護予防訪問入浴介護」と読み替える

ものとする。 

する。この場合において，これらの規定中「訪問介護

員等」とあるのは「介護予防訪問入浴介護従業者」と，

第８条第１項及び第３１条中「第２７条」とあるのは

「第６３条において準用する第５５条」と，第１９条

第１項中「内容，当該指定介護予防訪問介護について

法第５３条第４項の規定により利用者に代わって支

払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「内

容」と，第２１条中「法定代理受領サービスに該当し

ない指定介護予防訪問介護」とあるのは「基準該当介

護予防訪問入浴介護」と，第３０条第２項中「設備及

び備品等」とあるのは「基準該当介護予防訪問入浴介

護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と，第５２

条第２項中「法定代理受領サービスに該当しない指定

介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予

防訪問入浴介護」と，同条第３項中「前２項」とある

のは「前項」と，第５４条第２項中「この節及び次節」

とあるのは「第３章第６節」と，第５６条第２項第２

号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第６

３条」と，同項第７号中「第５２条第１項から第３項」

とあるのは「第６３条において準用する第５２条第２

項及び第３項」と，第５９条第１項中「第４８条」と

第５１条の１３第１項中「内容，当該指定介護予防訪

問入浴介護について法第５３条第４項の規定により

利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費

の額」とあるのは「内容」と，第５２条第２項中「法

定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問

入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防訪問入浴介

護」と，同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」

と，第５２条の２中「法定代理受領サービスに該当し

ない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該

当介護予防訪問入浴介護」と，第５４条第２項中「こ

の節及び次節」とあるのは「第３章第６節」と，第５

６条第２項第２号から第６号までの規定中「次条」と

あるのは「第６３条」と，同項第７号中「第５２条第

１項から第３項」とあるのは「第６３条において準用

する第５２条第２項及び第３項」と，第５９条第１項

中「第４８条」とあるのは「第６３条において準用す

る第４８条」と，同項中「前条」とあるのは「第６３

条において準用する前条」と読み替えるものとする。
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あるのは「第６３条において準用する第４８条」と，

同項中「前条」とあるのは「第６３条において準用す

る前条」と読み替えるものとする。 
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